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市
は
、平
成
２４
年
度
の
市
内
保
育
所
（
園
）

の
入
所
希
望
者
を
受
け
付
け
ま
す
。

希
望
す
る
保
育
所
（
園
）
や
年
齢
に
よ
っ

て
は
入
所
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
対
象
】

児
童
・
保
護
者
と
も
に
本
市
に
在
住
し
住

民
登
録
し
て
い
る
世
帯
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
同
居
の
親
族
（
６５
歳
未
満
）
な

ど
も
保
育
で
き
な
い
家
庭
の
児
童

▼
保
護
者
が
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
▼
保
護
者
が
家
庭
で
家
事
以
外
の
仕
事
を

し
て
い
る
▼
母
親
が
産
前
産
後
▼
保
護
者
が

病
気
や
負
傷
を
し
て
い
る
・
心
身
に
障
が
い

が
あ
る
▼
長
期
間
、
保
護
者
が
病
人
・
心
身

に
障
が
い
の
あ
る
人
を
介
護
し
て
い
る
▼
保

護
者
が
死
亡
・
行
方
不
明
・
拘
禁
な
ど
で
い

な
い【

申
込
用
紙
の
配
布
場
所
・
日
時
】

各
保
育
所
（
園
）
＝
１２
月
１
日
㈭
～
９
日

㈮
午
前
９
時
～
午
後
５
時

こ
ど
も
福
祉
課
＝
１２
月
１
日
㈭
～
平
成
２４

年
１
月
１６
日
㈪
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時

い
ず
れ
も
、
正
午
～
午
後
１
時
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
、
１２
月
２９
日
㈭
～
平
成
２４
年
１

月
３
日
㈫
を
除
き
ま
す
。

【
受
付
日
時
・
場
所
】

第
１
次
＝
上
表
の
と
お
り
。
入
所
を
希
望

す
る
児
童
と
一
緒
に
来
所
（
園
）
し
て
く
だ

さ
い期

間
中
に
来
所
（
園
）
で
き
な
い
人
は
、

平
成
２４
年
１
月
５
日
㈭
～
１６
日
㈪
に
こ
ど
も

福
祉
課
で
も
受
け
付
け
し
ま
す
。

第
２
次
＝
平
成
２４
年
１
月
２３
日
㈪
～
２７
日

㈮
午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午

後
１
時
を
除
く
）・
こ
ど
も
福
祉
課

【
問
合
せ
先
】

こ
ど
も
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
６
）

教育委員会は、冬休みに留
守家庭児童会に入会を希望す
る児童の申し込みを受け付け
ます。
【対象】
市立小学校の 1～ 4年生で、
開設期間に保護者が仕事など
で保育する人がいない家庭の
児童
【開設期間】
12 月 17 日㈯～平成 24 年
1 月 10 日㈫（日曜日・祝日、
12 月 29 日㈭～ 1 月 3 日㈫を
除く）
【開設時間】
▼短縮授業中…放課後～午
後 6 時 30 分▼平日…午前 8
時～午後 6時 30分▼土曜日…
午前 8時～午後 5時 30 分
【募集する留守家庭児童会】
田辺東・草内・大住・桃園・
薪・三山木・松井ケ丘
通学する小学校の留守家庭
児童会が定員を超える場合は、
抽選でほかの留守家庭児童会
への入会となります。この場
合、入会期間は 12 月 24 日㈯

～ 1月 7日㈯のみとなります。
すでに在籍している児童は、
改めて申し込みする必要はあ
りません。
【費用】
▼負担金…3,920 円（通学
小学校でない留守家庭児童会
への入会者は、2,240 円）。減
免措置があります▼スポーツ
安全保険料（振込手数料を含
む）…700 円
【申込方法】
社会教育課か各留守家庭児
童会にある申込書に、保険費
用・就労状況証明書（父母と
も必要）などを添えて申し込
んでください
郵送による申し込みはでき
ません。
【受付期間・時間】
11 月 14 日㈪～ 25 日㈮午前
8時 30 分～午後 5時（正午～
午後 1 時、土・日曜日、祝日
を除く）
【申込・問合せ先】
社会教育課（☎ 64-1393）

人 権 擁 護 委 員 に
岡山氏・松井氏再委嘱
市の人権擁護委員に、岡山稔
さん（74）と松井啓二さん（66）
が 10 月 1 日付けで法務大臣か
ら再委嘱されました。任期は 3
年です。
人権問題や悩み事について、

市が行う「なやみごと相談（日
時などは 6面の相談事業日程を
ご覧ください）」のほか、委員
の自宅でも相談に応じます。気
軽に相談してください。
▼岡山稔さん（☎ 63-2244）
▼松井啓二さん（☎ 63-2581）
問合せ先＝人権啓発推進課

（☎ 64-1336）

市は、高齢者や障がいのある人な
ど、すべての人が自立した日常生
活・社会生活を営めるまちづくりを
目指し、「京田辺市バリアフリー基
本構想（田辺地区）」を策定しまし
た。計画期間は平成 23 ～ 32 年度
です。同基本構想では、近鉄新田辺
駅・JR京田辺駅・商店・病院・郵
便局・市役所などの施設とそれらを
結ぶ経路の一体的なバリアフリー
化促進を目指しています。
市は、同基本構想に基づき、保健
センターに車いす対応駐車場の設
置や、田辺公園プールにオストメ
イト対応器具の整備を行いました。
今後は、歩道への視覚障がい者誘導

用ブロックの設置や、市役所庁舎 1
階東出入口の自動ドア化などを進
めていく予定です。
また、民間企業でも、トイレのオ
ストメイト対応器具整備などに取
り組んでいただきます。
くわしくは、市ホームページをご
覧ください。
【問合せ先】
都市計画課 ( ☎ 63-1219)

昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以

前
に
建
て
ら
れ
た
木
造
住

宅
は
、
旧
耐
震
基
準
で
設

計
さ
れ
て
い
ま
す
。
市

は
、
こ
れ
ら
の
住
宅
の
耐

震
化
を
進
め
、
防
災
型
の

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
た

め
、
耐
震
診
断
士
派
遣
事

業
と
耐
震
改
修
補
助
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
か
ら
耐
震
診
断
士
を

派
遣
し
、
耐
震
診
断
を
行

い
ま
す
。

耐
震
診
断
に
よ
っ
て
現

在
の
住
宅
の
耐
力
（
評
点
）

が
分
か
り
、
改
修
の
ア
ド

バ
イ
ス
や
概
算
工
事
費
を

提
案
し
て
も
ら
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

今
回
が
平
成
２３
年
度
の

最
終
募
集
で
す
。

対
象
者
＝
住
宅
の
所
有

者
ま
た
は
居
住
者
で
、
市

税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
人対

象
住
宅
＝
市
内
の
木

造
住
宅
で
、
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
も
の

▼
昭
和
５６
年
５
月
３１
日

以
前
に
着
工
し
、
完
成
し

て
い
る
▼
延
べ
面
積
の
２

分
の
１
以
上
を
住
宅
に
使

用
し
て
い
る
▼
自
己
診
断

「
誰
で
も
で
き
る
わ
が
家

の
耐
震
診
断
」
の
結
果
、

評
点
が
１０
点
未
満

募
集
戸
数
＝
先
着
１０
戸

自
己
負
担
＝
３
千
円

申
込
方
法
＝
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
開
発
指
導
課
に

あ
る
申
込
書
に
、
自
己
診

断
「
誰
で
も
で
き
る
わ
が

家
の
耐
震
診
断
」
結
果
書
、

建
物
の
所
有
者
・
建
築
年

数
な
ど
が
分
か
る
書
類

（
建
築
確
認
通
知
書
・
住
宅

の
登
記
簿
謄
本
な
ど
）
を

添
え
て
、
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
自
己
診
断
結
果
書

は
、
申
し
込
み
時
に
作
成

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修

工
事
費
用
を
１
０
０
万
円

ま
で
補
助
し
ま
す
。

対
象
者
＝
住
宅
の
所
有

者
ま
た
は
居
住
者
で
、
市

税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
人対

象
住
宅
＝
市
内
の
木

造
住
宅
で
、
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
も
の

▼
昭
和
５６
年
５
月
３１
日

以
前
に
着
工
し
、
完
成
し

て
い
る
▼
延
べ
面
積
の
２

分
の
１
以
上
を
住
宅
に

使
用
し
て
い
る
▼
建
築
士

（
耐
震
診
断
士
）
に
よ
る
耐

震
診
断
の
評
点
が
１
・
０

未
満
▼
耐
震
改
修
工
事
に

よ
り
評
点
が
０
・
７
以
上

に
な
る

募
集
戸
数
＝
先
着
５０
戸

補
助
額
＝
耐
震
工
事
に

要
し
た
費
用
の
４
分
の

３
。
上
限
１
０
０
万
円

申
込
方
法
＝
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
開
発
指
導
課
に

あ
る
申
請
書
に
、
耐
震
改

修
工
事
見
積
書
・
耐
震
診

断
結
果
報
告
書
の
写
し
・

耐
震
補
強
計
画
書
・
市
税

の
納
税
証
明
書
な
ど
を
添

え
て
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
す
で
に
工
事
着
工
・
契

約
締
結
し
た
も
の
は
、
補

助
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
耐
震
改
修
を
行
う

と
、
所
得
税
や
固
定
資
産

税
の
優
遇
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

【
申
込
・
問
合
せ
先
】

開
発
指
導
課
（
☎
６４
・

１
３
４
１
）

平成23年 1月 1日～12月
31 日に納付した国民年金保
険料は所得税および住民税
の申告の際、全額が社会保険
料控除の対象となります。
この控除を受けるには、保
険料を納付したことを証明
する書類が必要です。平成23
年 1 月 1 日～ 9 月 30 日に保
険料を納付した人には、日本
年金機構から 11 月上旬まで
に「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」を郵送し
ますので、年末調整や確定申
告の際に同控除証明書か領
収証書を必ず添付してくだ
さい。
なお、10 月 1日～ 12 月 31
日に今年初めて保険料を納

付した人には、平成24年 1月
下旬に郵送します。
また、家族の国民年金保険
料を納付した場合も、社会保
険料控除に加えることがで
きますので、納付した家族分
の控除証明書も添付して申
告してください。
「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」について
は、控除証明書に書かれてい
る年金事務所へお問い合わせ
ください。
【問合せ先】
▼控除証明書専用ダイヤル

（☎0570-070-117）▼京都南年
金事務所（☎ 075-643-2547）
▼市民年金課（☎ 64-1333）

市
は
１０
月
１９
日
か
ら
、
京
田
辺
市

電
話
相
談
「
ひ
と
や
す
み
コ
ー
ル
」

を
始
め
ま
し
た
。

や
る
気
が
出
な
い
・
何
も
か
も
嫌

に
な
っ
た
・
う
つ
か
も
し
れ
な
い
な

ど
の
悩
み
を
、
専
門
の
相
談
員
が
お

聴
き
し
ま
す
。
ま
た
、
身
近
に
自
殺

を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
人
が
い
る
な

ど
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

【
対
象
者
】

市
内
に
在
住
・
通
勤
・
通
学
す
る
人

【
ひ
と
や
す
み
コ
ー
ル
番
号
】

０
９
０
・
８
１
２
５
・
４
２
３
０

【
相
談
曜
日
・
時
間
】

毎
週
水
曜
日
（
１１
月
２３
日
㈷
・
平

成
２４
年
１
月
４
日
㈬
を
除
く
）・
午

後
５
時
～
８
時

【
問
合
せ
先
】

障
害
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
２
）

国 民 年 金

一人で悩まないで相談しよう

教
育
委
員
会
は
、
平
成

２４
年
度
の
小
規
模
特
認
校

（
普
賢
寺
小
学
校
）
へ
入
学

を
希
望
す
る
新
１
年
生
と

新
３
年
生
を
募
集
し
ま
す
。

小
規
模
特
認
校
制
度
は
、

小
規
模
で
自
然
に
恵
ま
れ

た
環
境
の
中
で
体
験
学
習

な
ど
特
色
あ
る
教
育
活
動

を
行
う
小
学
校
へ
の
就
学

を
希
望
す
る
場
合
、
市
内

の
ど
こ
か
ら
で
も
入
学
を

認
め
る
制
度
で
す
。

対
象
＝
市
内
に
在
住
す

る
普
賢
寺
小
学
校
を
除
く

通
学
区
域
の
児
童

募
集
学
年
＝
新
１
年
生
・

新
３
年
生

人
数
＝
若
干
名

多
数
の
場
合
は
、
抽
選

な
ど
で
決
定
し
ま
す
。

申
込
受
付
期
間
＝
１１
月

２８
日
㈪
～
１２
月
１６
日
㈮

申
込
先
＝
学
校
教
育
課

な
お
、
入
学
に
は
条
件

が
あ
り
ま
す
。
く
わ
し
く

は
、
教
育
委
員
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
見
学
会
・
説
明
会
】

就
学
を
希
望
す
る
保
護

者
は
、
児
童
と
一
緒
に
来

校
し
て
く
だ
さ
い

日
に
ち
＝
１１
月
２６
日
㈯

時
間
＝
▼
見
学
会
…
午

前
９
時
４０
分
か
ら（
受
け
付

け
は
９
時
１５
分
か
ら
）▼
説

明
会
…
午
後
２
時
か
ら

場
所
＝
普
賢
寺
小
学
校

【
問
合
せ
先
】

▼
学
校
教
育
課
（
☎
６４
・

１
３
９
２
）
▼
普
賢
寺
小

学
校
（
☎
６５
・
０
０
５
３
）

老齢や退職を支給事由と
する年金は、雑所得として
所得税の課税対象です（障
害年金・遺族年金は課税さ
れません）。課税対象となる
年金受給者には、日本年金
機構から11月上旬までに「扶
養親族等申告書」を郵送し
ますので、12 月 1 日㈭まで
に返送してください。
同申告により、翌年中に
受けられる年金にかかる所
得税の源泉徴収税額が決ま

ります。提出を忘れると各
種控除が受けられず、所得
税の源泉徴収税額が多くな
る場合がありますので、ご
注意ください。
なお、年金以外に収入があ
る人は確定申告が必要です。
扶養親族等申告書が郵送
される人＝▼ 65 歳未満で年
金額が 108 万円以上▼ 65 歳
以上で年金額が158万円以上
問合せ先＝京都南年金事
務所（☎ 075-644-1165）


